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告 示

北海道教育委員会告示第60号
次の公印を、令和３年10月14日限りで廃止した。
令和３年11月９日

北海道教育委員会教育長 倉 本 博 史

公 印 の 種 別 規 格 印 影

北海道室蘭工業高等学校長の印 20mm平方

北海道教育委員会告示第61号
次の公印を作成し、令和３年10月15日その使用を開始した。
令和３年11月９日

北海道教育委員会教育長 倉 本 博 史

公 印 の 種 別 規 格 印 影

北海道室蘭工業高等学校長の印 20mm平方

北海道教育委員会告示第62号
次の教育職員免許状は、教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第10条第１項の規定に

より、失効した。
令和３年11月９日

北海道教育委員会教育長 倉 本 博 史

氏 名 村 上 努 本 籍 地 北 海 道

免許状の種類（教科） 免 許 状 の 番 号 授 与 年 月 日 授 与 権 者

小学校教諭１種免許状 平16小一種第0469号
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中学校教諭１種免許状
平16中一種第0815号 平成17年３月15日 北海道教育委員会

（外国語（英語））

高等学校教諭１種免許状
平16高一種第1249号

（外国語（英語））

失 効 年 月 日 令和３年10月５日

失 効 の 事 由
教育職員免許法第10条第１項第２号（同法施行細則第32条第８号
ア）該当

北海道教育委員会告示第63号
令和４年度(2022年度)北海道立学校教員採用候補者追加選考検査を次の要領により行う。
令和３年11月９日

北海道教育委員会教育長 倉 本 博 史

令和４年度(2022年度)北海道立学校教員採用候補者追加選考検査実施要領

１ 目的
この検査は、令和４年度(2022年度)北海道立学校教員の採用候補者を選考するために行

うものです。
２ 受検資格及び区分
(1) 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条及び学校教育法（昭和22年法律第26号）
第９条の欠格条項に該当する者は、受検できません。
【欠格条項】
ア 禁錮以上の刑に処せられた者
イ 教育職員免許状がその効力を失い又は取上げの処分を受け、当該失効又は処分の日
から３年を経過しない者
ウ 北海道において懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で
破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(2) 次に掲げる要件を満たすことが必要です。

要件 教科（科目）
受検資格

生年月日区分
（所有教育職員免許状等）
高等学校教諭の普通免許状（工

工業 業）を有している者で、大学等に

（土木） おいて土木を専攻し修了したもの
又はこれと同等以上の専門的知識
・技術を有すると認められるもの
高等学校教諭の普通免許状（工

業）を有している者で、大学等に
工業 おいて工業化学を専攻し修了した

（工業化学） もの又はこれと同等以上の専門的
知識・技術を有すると認められる
もの

水産
高等学校教諭の普通免許状（水

産）を有している者 昭和37年（1962年）
高等学校教諭 １ 高等学校教諭の普通免許状（ ４月２日以降に生ま

水産又は商船）を有している者 れた者
で、１級、２級又は３級海技士
（機関又は航海）の免許を取得

水産
しているもの

（商船）
２ 高等学校教諭の普通免許状（
水産又は商船）を有している者
で、３級海技士（機関又は航海
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）の船舶職員養成施設の課程を
令和４年(2022年)３月31日まで
に修了見込みのもの

１ 高等学校教諭の普通免許状（
看護）を有している者

２ 高等学校教諭の普通免許状（
看護 看護）を有しない者で、看護師

免許証を所有し、かつ、看護師
、保健師又は助産師として３年
以上業務に従事したもの
高等学校教諭の普通免許状（福

祉）の有無にかかわらず、看護師
福祉 免許証を所有し、かつ、看護師、

保健師又は助産師として５年以上
業務に従事した者

特別支援学校
理療

特別支援学校自立教科教諭免許
教諭 状（理療）を有する者

（注）１ 所有教育職員免許状は、令和４年(2022年)３月31日までの取得見込みを含みま
す。

２ 日本国籍を有しない者は、任用の期限を付さない常勤講師に任用します。
３ 「教諭」には、上記２の常勤講師を含みます。
４ 高等学校教諭の普通免許状（看護又は福祉）を有しない者で、教科に関わる資
格や実務経験等を有するもの（以下「特別免許状の取得を前提とした受検者」と
いう。）が登録になった場合は、北海道教育委員会が実施する特別免許状授与の
ための教育職員検定に合格し、特別免許状を取得することが必要です。特別免許
状は、様々な分野において優れた知識や技術を有する社会人を、教員として迎え
入れることにより、学校教育の多様性への対応や活性化を図ることを目的とし、
北海道教育委員会が授与するものであり、北海道においてのみ効力を有します。

３ 採用予定数
(1) 高等学校教諭（工業（土木）） ：１名
(2) 高等学校教諭（工業（工業化学）） ：１名
(3) 高等学校教諭（水産） ：２名
(4) 高等学校教諭（水産（商船）） ：３名（機関１名、航海２名）
(5) 高等学校教諭（看護） ：３名
(6) 高等学校教諭（福祉） ：１名
(7) 特別支援学校教諭（理療） ：２名

４ 検査の方法及び内容
(1) 適性検査
(2) 論文検査

800字以内
(3) 面接検査

個別面接Ⅰ（20分）、個別面接Ⅱ（20分）
５ 検査期日及び日程
(1) 令和３年(2021年)12月12日（日）

8:20 ～ 8:40 受付（入室）
8:40 ～ 9:00 検査上の注意・連絡
9:00 ～ 9:35 適性検査
10:00 ～ 11:00 論文検査
11:15 ～ 面接検査（個別面接Ⅰ、個別面接Ⅱ）※

※面接時間は受検者ごとに別に指定します。
(2) 遅刻・欠席の取扱い
ア 各検査において遅刻した場合は受検できませんので、時間を厳守してください。
イ 受検しなければならない検査項目を欠席した場合は、以降の検査は受検できませ
ん。

６ 検査会場
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札幌市中央区北３条西７丁目(ＪＲ札幌駅0.8ｋｍ）
道庁別館西棟

７ 出願の手続
(1) 出願書類

提出部数は１部です。
ア、イ及びキの書類については、様式を北海道教育委員会のホームページからダウ

ンロードすることができます。北海道教育庁教職員局教職員課でも配布します。
ア 願書
イ 自己推薦書
ウ 受検通知用はがき

通常はがき（63円）を使用すること。宛先欄に受検者本人の住所及び氏名を明
記し、裏面は記入しないこと。

エ 結果通知用封筒
定形内封筒（長形３号）を使用すること。宛先欄に受検者本人の住所及び氏名

を明記し、94円切手を貼ること。
オ 資格に関する証明書類（水産（商船）の受検資格１、看護の受検資格２又は福祉
の受検資格に該当する受検者に限る。）
海技免状（３級以上）の写し、看護師免許証の写し

カ 課程修了見込証明書（水産（商船）の受検資格２に該当する受検者に限る。）
キ 職歴証明書（看護の受検資格２又は福祉の受検資格に該当する受検者に限る。）
※「オ 資格に関する証明書類」については、検査日当日に当該書類の原本を持参し
係員の確認を受けてください。

(2) 出願書類の受付期間
提出方法 受 付 期 間 備 考

令和３年(2021年)11月９日（火）から
「簡易書留」扱いとしてくださ

郵送 令和３年(2021年)11月26日（金）消印
い。

のものまで有効
（注）１ 受付期間終了後に提出された出願書類や提出出願書類に不備があるものは

受け付けません。
また、受理した出願書類は返却しません。

２ 出願書類に虚偽の記載があった場合は、受検又は採用の対象から除かれる
ことがあります。

３ 持参及びメール便等の託送では受け付けません。
(3) 出願書類の提出先

北海道教育庁教職員局教職員課道立学校人事係
〒060-8544 札幌市中央区北３条西７丁目 道庁別館７階

(4) 受検通知用はがきの交付等
受検通知用はがきは、令和３年(2021年)12月９日（木）までに到着するよう交付しま

す。同日までに到着しない場合は、出願書類の提出先に問い合わせてください。
(5) その他

身体に障がいがある方については、点字や拡大文字受検、手話によるコミュニケー
ションなど、障がいに応じた配慮を行い、支障なく受検できるよう努めています。
検査会場において配慮を必要とする方は、出願時に願書の「障がい者に係る配慮希

望事項」欄に記入するとともに、出願書類の提出先に連絡してください。
８ 当日の携行品及び留意事項
(1) 携行品
ア 受検通知用はがき
イ 筆記用具（適性検査及び論文検査用にＨＢの鉛筆とプラスチック製消しゴムを含
む。）

ウ 上記７の(1)のオに係る「資格に関する証明書類」の原本（該当者に限る。）
(2) 留意事項
ア 検査会場の敷地内は、禁煙です。
イ ゴミは、各自で持ち帰ってください。
ウ 検査会場には、駐車場がありません。自家用車、バイク等は駐車できませんので
公共交通機関（電車、バス等）を利用してください。

エ 携帯電話等通信機能を有する電子機器の検査時間中の使用を禁止します。
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オ 不正が明らかになった場合は、その者の検査を中止します。
９ 選考結果の通知
(1) 採用候補者名簿に登録する者については、令和４年(2022年)１月12日（水）に、北
海道教育委員会のホームページにおいて、受検区分、受検教科（科目）ごとに受検番
号を掲載します。
なお、結果通知については、同日に採用候補者名簿に登録する者としない者に区分し

て本人へ発送します。
(2) 受検しなければならない検査項目を欠席した場合は、合否判定の対象となりませんの
で、選考結果は通知しません。

(3) 採用候補者名簿への登録までの間に資格要件を欠いていることが判明した場合は、合
否判定の対象となりませんので、選考結果は通知しません。

10 登録及び採用の方法
(1) 登録の方法
ア 登録は、原則、２の受検区分のとおりとします。
イ 登録は、「登録Ａ」、「登録Ｂ」に分けて行います。
(ｱ) 「登録Ａ」は、令和４年(2022年)４月１日付けで採用を予定する者の登録です。
(ｲ) 「登録Ｂ」は、令和４年(2022年)４月１日以降の採用を予定する者の登録です。
※年度途中に欠員が生じた場合など、令和４年(2022年)３月31日以前に採用するこ
ともあります。

ウ 採用候補者名簿の有効期限は、原則として令和５年(2023年)４月１日です。
なお、国内外の大学院に進学する場合は、本人の申出により登録期間を１年間延

長することができます。
(2) 採用の方法
ア 採用は、登録Ａで登録された者、登録Ｂで登録された者の順で行います。
イ 採用に当たっては、北海道が指示する健康診断を受診することが必要となりま
す。

ウ 特別免許状の取得を前提とした受検者は、登録後に教育職員検定に合格し、特別
免許状の授与を受けることが必要です。

エ 教育職員免許状所有者で、教員免許更新制の実施に伴う有効期間の満了の日（又は
修了確認期限）が令和４年(2022年)３月31日までとされている者は、免許状更新講習
を受講・修了し、免許管理者に対して申請を行い、免許状の効力を有効に保っておく
必要があります。

オ 採用候補者名簿登載期間中に次の事項に該当する場合は、名簿から削除します。
(ｱ) 令和４年(2022年)３月31日までに受検教科の免許状を取得できない場合
(ｲ) 令和４年(2022年)３月31日までに海技士の船舶養成施設の課程を修了できなかっ
た場合（水産（商船）の受検資格２に該当する受検者に限る。）

(ｳ) 正当な理由なく勤務地を限定した場合
(ｴ) 選考を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(ｵ) 受検又は採用時の提出書類等に虚偽の記載があったり、教員としてふさわしくな
い事実が明らかになった場合

11 その他
(1) 出願後に改姓した場合や連絡先等の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに連絡
してください。

(2) 出願書類提出後、記載内容や提出書類の確認のために電話連絡する場合がありますの
で、願書には確実に連絡が取れる電話番号を記入してください。

(3) この検査に関する問合せ先は、次のとおりです。
〒060-8544
札幌市中央区北３条西７丁目 道庁別館７階
北海道教育庁教職員局教職員課道立学校人事係
TEL 011-204-5727
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